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ＯＫＵ国際特許商標事務所

代表弁理士　奥　佳晃

http://oku-ptf.com/

　東京・特許セミナー　　２００９年４月９日（木）

主催：株式会社情報機構

進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術

～判断手法／反論ポイント／対応策～

http://oku-ptf.com/
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セミナーの概要

＜①セミナー前半＞90分　＜②コーヒーブレーク＞15分

＜③セミナー後半＞60分　＜④演習／まとめ＞　　45分

＜⑤質疑応答＞　　30分

１．発明の進歩性の判断手法

２．進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント

３．進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら

４．対応策〔１〕～攻めの意見書だけで反論～

５．対応策〔２〕～百歩譲って減縮補正～

６．対応策〔３〕～削除補正／分割出願～

７．演習

８．まとめ
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１．発明の進歩性の判断手法

１．１　進歩性の根拠条文

１．２　新規性との関係／よくある誤解

１．３　進歩性の判断対象／よくある誤解

１．４　特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー

１．５　進歩性欠如例〔１〕

～引用発明との相違点は設計的事項にすぎない～

１．６　進歩性欠如例〔２〕

～引用発明の内容に動機づけとなり得るものがある～
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１．１　進歩性の根拠条文

◎特許法　第２９条（特許の要件）第２項

・特許出願前（※『出願時』が基準）に

・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者（※通常の技術者＝当業者）が

・前項各号に掲げる発明（※引用文献に記載された発明＝
引用発明）に基いて

・容易に発明をすることができたときは、

・その発明については、

・同項の規定にかかわらず（※『新規性あり』でも）、

・特許を受けることができない。
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１．２　新規性との関係／よくある誤解

◎新規性の判断

引用発明（※引用文献に記載された発明）と

同じかどうか（＝相違点があるかどうか）

◆新規性なしの例：　引用発明１と同じ

引用発明１：　Ａ＋Ｂ

本願発明　：　Ａ＋Ｂ

　（※『Ａ手段とＢ手段を有するＸ装置』等の略記）

◆新規性ありの例：　引用発明１と同じではない

（＝相違点がある）

引用発明１：　Ａ＋Ｃ

本願発明　：　Ａ＋Ｂ
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１．２　新規性との関係／よくある誤解

◎例

引用発明１：　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　Ｂ２＋Ｄ

本願発明：　　Ａ＋Ｂ

◆よくある誤解１

・本願発明のＢと引用発明１のＣの相違点、

・本願発明のＡと引用発明２のＤの相違点、
について反論するだけでよい

⇒　『新規性欠如』に対する反論と同じ
⇒　そもそも『相違点あり＝新規性あり』と判断
⇒　『進歩性欠如』に対しては全く無意味な反論
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１．２　新規性との関係／よくある誤解

◎例

引用発明１：　　Ａ＋Ｃ

周知・慣用技術：　　Ｂ（※例示文献中：Ｂ＋Ｄ）

本願発明：　　　Ａ＋Ｂ

◆よくある誤解２

・本願発明のＢと引用発明１のＣの相違点、

・本願発明のＡと、周知・慣用技術Ｂが記載された例
示文献中のＤの相違点、

について反論するだけでよい

⇒　『新規性欠如』に対する反論と同じ
⇒　そもそも『相違点あり＝新規性あり』と判断
⇒　『進歩性欠如』に対しては全く無意味な反論
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１．３　進歩性の判断対象／よくある誤解

◎判断対象：　新規性を有する『請求項に係る発明』

◎例

引用発明１：　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　Ｂ２＋Ｄ

本願発明：　　　Ａ＋Ｂ

本願の実施例：　ａ＋ｂ

◆よくある誤解

・本願の実施例のａと引用発明１のＡの相違点、

・本願の実施例のｂと引用発明２のＢ２の相違点、

について反論するだけでよい

⇒『実施例』について反論しているにすぎず、

『請求項に係る発明』全体に進歩性があるかどう
か不明
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１．４　特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー

相違点に関連する
構成の記載あり？

引用発明との相違点に関する検討

進歩性あり

Y
ア

進歩性なし

相違点は設計的事項に
すぎない（有利な効果なし）？

   N

   Y

N

　

◆設計的事項
　①最適材料の選択・

設計変更等
　②単なる寄せ集め

◆有利な効果
　・異質な効果、又は同質
であるが際立って優れた効
果であって、
　・予測できない効果
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１．４　特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー

　

動機づけとなり
得るものあり？

ア

阻害要因あり？ 有利な効果あり？

進歩性あり進歩性なし進歩性あり

   Y

   Y

N

   N

Y

N

◆動機づけとなり得るもの

　①技術分野の関連性
　②課題の共通性
　③作用・機能の共通性
　④引用発明の内容中の示唆
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１．５　進歩性欠如例〔１〕～引用発明との相違点は設計的事項にすぎない～

設計的事項①

引用発明からの最適材料の選択・設計変更等

◆公知材料の中からの最適材料の選択

・例１：　『プラスチック』⇒『ポリプロピレン』

◆数値範囲の最適化又は好適化

・例２：　温度の限定なし⇒『５０～１００℃』

◆均等物による置換

・例３：　『オイルヒータ』⇒『電気ヒータ』　

◆技術の具体的適用に伴う設計変更

・例４：　『正方形の板状』⇒『長方形の板状』
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１．５　進歩性欠如例〔１〕～引用発明との相違点は設計的事項にすぎない～

設計的事項②：　引用発明の単なる寄せ集め

引用発明１：　Ａ

引用発明２：　Ｂ

本願発明：　　Ａ＋Ｂ

⇒　引用発明１と引用発明２の単なる寄せ集め

（※有利な効果なし）



©2009　ＯＫＵ国際特許商標事務所 13

１．６　進歩性欠如例〔２〕～引用発明の内容に動機づけとなり得るものがある～

◆動機づけとなり得るもの

①技術分野の関連性：　関連する技術分野の技術手段

②課題の共通性：　課題が共通するもの

③作用・機能の共通性：　作用・機能が共通するもの

④引用発明の内容中の示唆
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２．進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント

２．１　反論ポイント〔１〕～有利な効果がある～

２．２　有利な効果が明記されていない場合／

　　　　　よくある誤解

２．３　選択発明

２．４　数値限定

２．５　反論ポイント〔２〕

～引用発明の組み合わせに阻害要因がある～

２．６　阻害要因がないと判断される場合
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２．１　反論ポイント〔１〕～有利な効果がある～

◎引用発明と比較した『有利な効果（メリット）』とは

・発明を特定するための事項によって奏される効果

（※特有の効果）のうち、

・引用発明の効果と比較して有利なもの

◎『進歩性あり』の典型例

⇒　条件①及び条件②を満たす『有利な効果』がある

◆条件①

・引用発明とは異質な効果、又は、

・引用発明と同質の効果であるが際だって優れた効果

◆条件②

当業者（※通常の技術者）が技術水準から予測で
きない効果
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２．２　有利な効果が明記されていない場合／よくある誤解

◆よくある誤解１

意見書で主張した『有利な効果』は、全て参酌される

◆よくある誤解２

実験データ

（※意見書に添付した実験成績証明書等
＝後出しの実験データ）

で立証した『有利な効果』は、全て参酌される

⇒　主張・立証した『有利な効果』の

全てが参酌されるわけではない
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２．２　有利な効果が明記されていない場合／よくある誤解

◎特許庁審査官が参酌可能な効果

◆明細書に記載されている『有利な効果』

◆明細書に明記されていないが、

明細書又は図面の記載から当業者（※通常の技術
者）が推論できる『有利な効果』

◎明細書に明記されていない効果について

・明細書に記載されておらず、かつ、

・明細書又は図面の記載から当業者が推論できない

効果は、参酌されない
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２．３　選択発明

◎『選択発明』とは

・物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属す
る発明で、

・引用文献において、

①上位概念で表現された発明から、それに包含される
下位概念で表現された発明を選択したもの、又は

②事実上もしくは形式上の選択肢で表現された発明か
ら、選択肢の一部を選択したものであって、

・引用発明により新規性が否定されない発明

（＝引用文献に記載されているとは言えない発明）
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２．３　選択発明

◎選択発明１：　下位概念で表現された発明

◆例１

引用発明１： Ａ（※ａ１、ａ２、ａ３等を包含）

本願発明　： ａ２（※Ａの下位概念）

◎選択発明２：

引用文献に具体的には開示されていない選択肢の発明

◆例２

引用発明１： 炭素数が１～１０のアルキル基

本願発明　： ブチル基

（＝炭素数が４のアルキル基）

◎選択発明として『有利な効果あり』⇒『進歩性あり』
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２．４　数値限定

◎『数値限定発明』とは

数値範囲により数量的に表現された発明

◆例
引用発明１：　温度範囲の限定なし
本願発明　：　５００～１２００℃

◎数値範囲の最適化又は好適化

⇒当業者（※通常の技術者）の通常の創作能力の発揮

⇒通常は『進歩性なし』
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２．４　数値限定

◎但し、限定された数値範囲内で『有利な効果あり』

⇒　『進歩性あり』

◎数値限定の臨界的意義について

◆課題が共通する場合

⇒　数値範囲の内と外で量的に顕著な違い
（※臨界的意義）が必要

◆課題が異なり、有利な効果が異質な場合

⇒　数値限定に臨界的意義は不要
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２．５　反論ポイント〔２〕～引用発明の組み合わせに阻害要因がある～

◎引用文献中に、請求項に係る発明に

容易に想到することを妨げる程の記載がある場合

⇒　引用発明としての適格性を欠く

⇒　引用発明の組み合わせ（適用）に
『阻害要因がある』＝『組み合わせは無理』

◆阻害要因ありの例１

本願発明：　　化合物分解で発生する気体を利用

引用発明１：　上記の利用を否定するもの

◆阻害要因ありの例２

引用発明１に引用発明２の構成を適用すれば、

引用発明１の目的に反する方向に変更することになる
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２．６　阻害要因がないと判断される場合

◆阻害要因なしの例１

引用発明１に引用発明２の構成を適用するに当たり、

引用発明１の構成の存在が

妨げになるということはできない
⇒『組み合わせは無理ではない』

◆阻害要因なしの例２

引用発明において、慣用技術を適用するに当たり、

格別な技術的支障があるとはいえない
⇒『組み合わせは無理ではない』
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３．進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら

３．１　拒絶理由通知書の内容確認

３．２　引用文献の入手

３．３　特許庁審査官のコメントの分析

３．４　対応策の検討フロー
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３．１　拒絶理由通知書の内容確認

◆適用条文の確認

・新規性（２９条１項３号等）か？

・進歩性（２９条２項）か？

・その他か？

◆拒絶理由の対象になっている請求項の確認

・全ての請求項か？

・一部の請求項だけか？

◆応答期間の確認

・原則、拒絶理由通知書の発送日から６０日以内
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３．２　引用文献の入手

◎『引用文献』とは

拒絶理由通知書で引用された特許文献（※特許公報、実用新
案公報）、学会論文、書籍、技報等の先行技術文献

◆日本国の特許文献である場合

⇒　特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の

『特許・実用新案公報ＤＢ』
（ http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101 ）

等からＰＤＦファイルを無料でダウンロード可能

◆外国の特許文献である場合

⇒　欧州特許庁の『esp@cenet（エスパスネット）』
（ http://ep.espacenet.com/?locale=jp_EP ）

等からＰＤＦファイルを無料でダウンロード可能

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101
http://ep.espacenet.com/?locale=jp_EP
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３．３　特許庁審査官のコメントの分析

◎分析箇所：　拒絶理由通知書の備考欄の記載

◆各請求項について、
どの引用文献が引用されているか？

◆具体的には、どのような理由か？

◆具体的な理由は、進歩性欠如のどのパターンか？

◆具体的な理由が分かりにくい場合、
引用文献の公報番号に間違いがある場合
等には、特許庁審査官に電話等で問い合わせる
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３．４　対応策の検討フロー

拒絶理由は妥当？

拒絶理由の妥当性の検討

拒絶理由を解消可能な
限定事項あり？

意見書だけで反論

減縮補正＋意見書

　　Y

イ

　　N

N

Y
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３．４　対応策の検討フロー

拒絶理由なしの
請求項を権利化する？

拒絶理由ありの請求項を
削除する補正＋意見書

イ

Y

　　N

放　置
拒絶理由ありの請求項を別途
権利化するための分割出願
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４．対応策〔１〕　～攻めの意見書だけで反論～

４．１　現時点の発明について反論するための意見書

４．２　特許庁審査官に嫌われる意見書／

　　　　　意味のない意見書
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４．１　現時点の発明について反論するための意見書

◎拒絶理由が妥当でない場合

現時点の発明について『進歩性あり』
⇒　『意見書』だけで反論

◆反論例１：　有利な効果あり

　　　　　　　　⇒　単なる寄せ集めではない

引用発明１：　Ａ　⇒　効果Ｋ〔Ａ〕

引用発明２：　Ｂ　⇒　効果Ｋ〔Ｂ〕

本願発明：Ａ＋Ｂ　⇒　効果Ｋ〔Ａ〕＋効果Ｋ〔Ｂ〕

　　　　　　　　　　　＋有利な効果ＹＫ〔Ａ＊Ｂ〕

※ＡとＢが機能的又は作用的に関連することにより

　　生じる有利な効果ＹＫ〔Ａ＊Ｂ〕がある
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４．１　現時点の発明について反論するための意見書

◆反論例２：　有利な効果あり

引用発明１：　　　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　　　Ｂ２

引用発明１のＣに引用発明２のＢ２を適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ２

本願発明：　　　　　Ａ＋Ｂ

※本願発明と組み合わせ発明の相違点

　（※ＢとＢ２の相違点）に基づく有利な効果がある
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４．１　現時点の発明について反論するための意見書

◆反論例３：　阻害要因あり

引用発明１：　Ａ＋Ｃ　⇒　目的Ｍ１

引用発明２：　Ｂ２

本願発明：　　Ａ＋Ｂ

引用発明１のＣに引用発明２のＢ２を適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ２

⇒　引用発明１のＣに引用発明２のＢ２を適用すれば、

引用発明１の目的Ｍ１を変更することになる
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４．２　特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

◎特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書

◆内容が整理されておらず、

反論のポイントが不明な意見書

◆反論のポイントが分かりにくい意見書

⇒　日本語で記載された意見書であるのに、
　内容把握に非常に時間がかかる場合
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４．２　特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

◎意味のない意見書

◆『進歩性あり』と主張しているだけで、

反論の根拠を全く記載していない意見書

◆反論のポイントがずれている意見書

（※的外れの意見書）
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４．２　特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

◆的外れの意見書例１

引用発明１：　　　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　　　Ｂ２＋Ｄ

引用発明１のＣに引用発明２のＢ２を適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ２

本願発明：　　　　　Ａ＋Ｂ

・本願発明のＢと引用発明１のＣの相違点、

・本願発明のＡと引用発明２のＤの相違点、

についてのみ反論している意見書

⇒引用発明１と引用発明２の組み合わせの阻害要因、

　　又はＢとＢ２の相違点に基づく有利な効果

　　についての反論が欠如
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４．２　特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

◆的外れの意見書例２

引用発明１：　　　Ａ＋Ｃ

周知・慣用技術：　　　Ｂ（※例示文献中：Ｂ＋Ｄ）

引用発明１のＣに周知・慣用技術のＢを適用した

　組み合わせ発明：Ａ＋Ｂ

本願発明：　　　　Ａ＋Ｂ

・本願発明のＢと引用発明１のＣの相違点、

・本願発明のＡと例示文献中のＤの相違点、

についてのみ反論している意見書

⇒　引用発明１と周知・慣用技術の

組み合わせの阻害要因等についての反論が欠如
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５．対応策〔２〕　～百歩譲って減縮補正～

５．１　減縮するための補正書／意見書

５．２　新規事項の追加禁止

５．３　シフト補正

　　　　（特別な技術的特徴を変更する補正）の禁止

　　　　※『特別な技術的特徴』

　　　　　　　＝ＳＴＦ（Special Technical Feature）

５．４　最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
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５．１　減縮するための補正書／意見書

◎拒絶理由が妥当である場合

◆現時点の発明については『進歩性なし』

◆拒絶理由を解消できそうな限定事項あり

⇒　減縮補正により『進歩性あり』

⇒　減縮するための『手続補正書』＋『意見書』
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５．１　減縮するための補正書／意見書

◆拒絶理由通知例

本願発明は、引用発明１及び引用発明２に基づいて当
業者（※通常の技術者）が容易に想到できたものであ
る。

引用発明１：　　　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　　　Ｂ＋Ｄ

引用発明１のＣに引用発明２のＢを適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ

本願発明：　　　　　Ａ＋Ｂ



©2009　ＯＫＵ国際特許商標事務所 41

５．１　減縮するための補正書／意見書

◎引用発明１のＣに引用発明２のＢを適用した

　　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ

　本願発明：　　　　　Ａ＋Ｂ

◆減縮補正例１

減縮補正後の発明：　Ａ＋Ｂ＋Ｅ（※外的付加）

　⇒　Ｅの追加に基づく有利な効果を意見書で主張

◆減縮補正例２　（※ｂはＢの下位概念）

減縮補正後の発明：　Ａ＋ｂ（※内的付加）

　⇒　ｂとＢの相違点に基づく有利な効果を

　　　　意見書で主張
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５．２　新規事項の追加禁止

◎『新規事項』とは

当初（※出願時の）明細書等に記載した事項の範囲を
超える内容

◎『当初明細書等に記載した事項』とは

①当初明細書等に『明示的に記載された事項』

②当初明細書等の記載から『自明な事項』

（※出願時の技術常識から、記載されているのと
同然であると当業者が理解する事項）

⇒　周知・慣用技術というだけでは、追加不可

◎新規事項を追加する補正は禁止

⇒　違反すれば、拒絶理由、無効理由等になる
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５．３　シフト補正（特別な技術的特徴を変更する補正）の禁止

◎シフト補正＝特別な技術的特徴を変更する補正

◎シフト補正は禁止　⇒　違反すれば、拒絶理由になる

（※2007年4月1日以降の出願に適用）

◆例

元の請求項１：　Ａ＋Ｂ　⇒　新規性ありの場合

　　　　　　　　　⇒『特別な技術的特徴』＝Ａ＋Ｂ

補正後の請求項１：　Ａ＋ｂ

　　　　　　　（※Ａ＋Ｂにおいて、Ｂがｂである）

⇒『特別な技術的特徴』の変更なし⇒○（※セーフ）

補正後の請求項２：　Ａ＋Ｃ

　⇒　『特別な技術的特徴』の変更あり

　⇒　×（※アウト）
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５．４　最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

◎『最後（※通常は２回目）の拒絶理由通知』とは

『最初の拒絶理由通知』に対する応答時の補正によっ
て通知することが必要になった拒絶理由のみを通知す
るもの

◎補正制限あり⇒違反は補正却下⇒補正前の状態に戻る

　　⇒拒絶理由が解消していない　⇒拒絶査定

①新規事項の追加禁止

②シフト補正

（※特別な技術的特徴を変更する補正）の禁止

③補正目的の制限

◆請求項の削除　◆限定的減縮　◆誤記の訂正

◆明りようでない記載の釈明
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５．４　最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

◎限定的減縮：　内的付加はセーフ⇔外的付加はアウト

④独立特許要件（※補正後の発明に特許性あり）を満
たす必要あり

◆例

元の請求項１：　　　　Ａ＋Ｂ

↓

①補正後の請求項１：　Ａ＋ｂ

⇒　Ｂをその下位概念ｂに補正（※内的付加）

⇒　『限定的減縮』に該当　⇒　○（※セーフ）

②補正後の請求項１：　Ａ＋Ｂ＋Ｃ

⇒　Ｃを追加（※外的付加）

⇒『限定的減縮』には該当せず⇒×（※アウト）
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６．対応策〔３〕　～削除補正／分割出願～

６．１　拒絶理由がある請求項を削除するための補正書／

　　　　　意見書

６．２　拒絶理由がある請求項を別途権利化するための

　　　　　分割出願

６．３　分割出願の留意点
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６．１　拒絶理由がある請求項を削除するための補正書／意見書

◎拒絶理由が妥当で限定事項もない場合等　⇒削除補正

◎削除補正により、進歩性欠如の拒絶理由が解消した旨

の意見書を提出

◆例

引用発明１：　　　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　　　Ｂ＋Ｄ

引用発明１のＣに引用発明２のＢを適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ

元の請求項１：　　　Ａ＋Ｂ　（※拒絶理由あり）

元の請求項２：　　　Ａ＋Ｂ＋Ｅ（※拒絶理由なし）

↓

補正後の請求項１：　Ａ＋Ｂ＋Ｅ

⇒元の請求項１を削除　⇒元の請求項２は権利化可能
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６．２　拒絶理由がある請求項を別途権利化するための分割出願

◎拒絶理由がある請求項を別途権利化　⇒　分割出願

◆例

引用発明１：　　　　Ａ＋Ｃ

引用発明２：　　　　　　Ｂ２＋Ｄ

引用発明１のＣに引用発明２のＢ２を適用した

　組み合わせ発明：　Ａ＋Ｂ２

原出願の請求項１：　Ａ＋Ｂ　（※拒絶理由あり）

原出願の請求項２：　Ａ＋Ｂ＋Ｅ（※拒絶理由なし）

↓

分割出願の請求項１：Ａ＋Ｂ

⇒ＢとＢ２の相違点に基づく有利な効果

　　があるかどうか微妙　⇒分割出願で権利化可能
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６．３　分割出願の留意点

◎出願分割の実体的要件を満たす必要あり

◆実体的要件：　原出願の当初明細書等の範囲内等

⇒　違反すれば、出願時＝現実の出願時
（※違反なし⇒　出願時＝原出願の出願時）

◎出願分割の実体的要件を満たす場合であっても、

⇒　原出願等で既に通知された拒絶理由と同一の
拒絶理由が分割出願でも通知される場合、

⇒　１回目の拒絶理由通知でも、最後の拒絶理由通知
への対応時と同じ補正制限あり

（※2007年4月1日以降の出願に適用）
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７．演習

７．１　対応策の立案演習

７．２　演習の解答例の解説
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８．まとめ

◆権利化のための対応策　⇒　３パターン

①拒絶理由が妥当でない場合　⇒　意見書だけで反論

②拒絶理由は妥当であるが、
拒絶理由を解消できそうな限定事項がある場合
⇒　減縮補正＋意見書

③拒絶理由が妥当であり、
拒絶理由を解消できそうな限定事項もない場合
⇒　削除補正＋意見書

◆拒絶理由がある請求項を別途権利化　⇒　分割出願
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８．まとめ

◎現時点の発明又は減縮補正後の発明について反論

◎進歩性欠如例１

引用発明との相違点が『設計的事項にすぎない』

◆反論ポイント〔１〕⇒『有利な効果がある』

　　　　　　　　　　　⇒『設計的事項ではない』

◎進歩性欠如例２

引用発明の内容に『動機づけとなり得るものがある』

◆反論ポイント〔１〕⇒『有利な効果がある』

◆反論ポイント〔２〕
⇒　引用発明の組み合わせに『阻害要因がある』
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本日は、ありがとうございました。

ご質問等がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

ＯＫＵ国際特許商標事務所

代表弁理士　奥　佳晃（Yoshiaki Oku）

東京・特許セミナー　　２００９年４月９日（木）

主催：株式会社情報機構

TEL：072-741-1574　info@oku-ptf.com　FAX：072-725-2417

http://oku-ptf.com/　　http://tm.oku-ptf.com/

〒562-0045　大阪府箕面（みのお）市瀬川４－１－１７

mailto:info@oku-ptf.com
http://oku-ptf.com/
http://tm.oku-ptf.com/
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